
 右折レーンを含み片側３車線以上の交差点や 
 

片側2車線でも      の標識がある交差点では， 

 
二段階右折をしなければなりません。 

 ただし，     の標識がある場合は，自動車と 
 

同様の右折をしなければなりません。 

 （二段階右折をしてはいけません。） 

 

 
右ウインカーを 

点灯 

対面する信号機が 

青になったら進行 

しましょう 


